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附属機関又は 

会議体の名称 

教育委員会定例会 

事務局（担当課） 教育委員会教育総務課 

開催日時 平成１８年１２月１２日 午後２時００分 

開催場所 教育委員会室 

委員 中島 章皓（委員長）、月岡 透（委員長職務代理者）、 

松木 正一、三神 和子、日髙 芳一（教育長） 

その他 教育委員会事務局次長、教育委員会教育総務課長、 

学校運営課長、教育改革推進課長、教育指導課長、 

中央図書館長 

出席者 

事務局 教育委員会教育総務課庶務係長、教育委員会教育総務課庶務係

主査、 

公開の可否 公開  傍聴人数 ０人 

非公開・一部公開の

場合は、その理由 
 

会議次第 １．第３７号議案 豊島区文化財保護審議会への諮問（文化財の

登録）について 

２．報告事項 年末・年始における教育指導について 

３．報告事項 いじめ電話相談等の状況について 

４．報告事項 平成１８年度校長・教育管理職・主幹級職選考の

結果について 

５．その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1



審議経過 

 

委員長） 

第１２回教育委員会定例会を始めます。本日の署名は三神委員と松木委員にお願いいた

します。本日、統括指導主事は出張のため欠席です。 

 

（１）第３７号議案 豊島区文化財保護審議会への諮問（文化財の登録）について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

委員長） 

 ご意見ご質問をお願いします。 

委員） 

 重林寺そのものは文化財に登録されていないのですか。 

教育総務課長） 

 重林寺そのものは文化財として登録されていません。仏像や仏像が設置されている屋台

は登録されています。 

委員） 

 梵鐘も登録を諮問するわけですし、お寺そのものも由緒あるものだと思います。 

教育総務課長） 

 登録すると制約も受けるので、寺そのものの登録については所有者の意向も関係するよ

うです。 

委員） 

 以前も巣鴨から出土したものを登録したと思います。同じようなものが含まれていたと

思いますが、また、登録するのですか。 

教育総務課長） 

 同様なものも多く出土していますが、それぞれの場所の当時の生活様式を知る上で貴重

な資料として記録し保存しておく必要があります。 

委員） 

 どの年代のものを保存するという基準がありますか。 

教育総務課長） 

 国の考え方は中世以前のものが出土したときは保存しなければならないとしています。

豊島区は都とも相談して江戸の町の出土遺物は保存することにしています。豊島区は御府

内からはずれていますが、中仙道沿道の遺物は町の変遷の知る上で貴重な資料になるので

近代のものも保存しています。 

委員） 

 自分たちが子どものときに使っていたものと変わらないように思うものもあります。こ

れらのものをお金をかけて発掘して保存する意味があるのか疑問に思います。保存するも
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のを精選する必要があると思います。縄文土器が１個しか出てこないのであれば、その場

で使われていたと言い切れるのかどうか疑問です。行政の目で見直す必要があると思いま

す。「アジア太平洋戦争」という言葉が諮問文の登録理由の中で使われていますが、教育

委員会がこの言葉を使うことについて説明ができるようにしておいてください。 

教育総務課長） 

 江戸御府内に準ずる所から出土したものだけを保存しています。それ以外の近代のもの

は保存していません。相当数のものは廃棄しています。破片がひとつしか出ていないこと

についてですが、この近辺からは弥生時代の住居跡も出ているので、今までの調査と関連

して類推したものです。審議会で教育委員からの質問として伝えます。また、「アジア太

平洋戦争」という文言を使うことについて整理します。 

委員） 

 何でも全部とっておくわけにはいかないので、保存するものをもっと選別すべきです。

そのように審議会でも言ってください。 

教育総務課長） 

 登録したものは処分できません。出土したときに選別するように考えていきたいと思い

ます。 

委員長） 

 よろしいでしょうか。                   

（委員全員 異議なし） 

 

（２）報告事項第１号 年末・年始における教育指導について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

委員長） 

 ご意見お願いします。 

委員） 

 各学校がこれを基にして、より具体的にしたお知らせを家庭に配布すると思いますが、

それは教育指導課へ集まってきますか。 

教育指導課長） 

 冬季休業日前までに全部集約することになっています。 

委員） 

 昔はなかった電子メールなど新しい問題も出てきているので、それらのものに学校はど

のように対応するのですか。 

教育指導課長） 

 １０月１３日に池袋中学校で、警視庁・東京都教育庁主催のハイテク犯罪対策シンポジ

ウムを開催しました。警察、地域関係者、区内小中学校教員等が約４００人参加しました。

インターネットや携帯電話等を悪用したハイテク犯罪について関心をもつことが大事だと
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いう話しがありました。先日は、クラスの子ども１０数人がブログにひとりの子どもの悪

口を書いていたということがありました。すぐに保護者を集めて指導をしました。家庭の

パソコンを使うので、家庭での指導も不可欠です。 

委員長） 

 祝祭日、年末年始の学校の体制はどのようになっていますか。 

教育指導課長） 

 １２月２９日から１月３日までは休みです。教員は休暇を取る者もいると思いますが、

それ以外の平日は開いています。１月５日は全員出勤して３学期に備えます。 

委員長） 

 祝祭日や年末年始は日曜日同様手薄になりますね。 

教育指導課長） 

 年末年始は学校開放も休みです。 

委員長） 

 他よろしいでしょうか。               

（委員全員 報告事項了承） 

 

（３）報告事項第２号 いじめ電話相談等の状況について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

委員長） 

 ご質問等いかがでしょうか。 

委員） 

 学校としては、まず学校で対応するという考えがあると思いますが、メール等が入れば

教育委員会が即動くというのはいいと思います。 

委員） 

 いろいろな方法で相談ができるということがいいと思います。 

委員） 

 メールに対する返事は誰が書くのですか。 

教育指導課長） 

 全部指導主事が返事を書きます。 

委員） 

 答え方で揚げ足を取られる可能性もあるので、回答のマニュアルを作ったほうがいいと

思います。大量に来たときの対処の仕方なども今のうちから考えておいた方がいいと思い

ます。 

教育指導課長） 

 いたずらかどうかは、「もう少し詳しく教えてください」のような短い返事を出して、

メールのやり取りをしつつ確認をして対応しています。 
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委員） 

 いじめ電話相談は教育センターでやっているのですか。 

教育指導課長） 

 教育センターの心理士が受けています。 

委員） 

 メールは全部残るし、書き言葉は難しいので答え方を検討した方がいいと思います。 

教育指導課長） 

 やり取りは記録に残していますので、問題点などが見つかれば改善して対応していきた

いと思います。 

委員） 

 誠意をこめてやったことに対して批判してきたときには、毅然とした姿勢で対応すべき

だと思います。 

委員長） 

 他にはよろしいでしょうか。 

（委員全員 報告事項了承） 

 

＜１５分 休憩＞ 

 

（４）報告事項第３号 平成１８年度校長・教育管理職・主幹級職選考の結果について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

委員長） 

 ご質問等ありましたらお願いします。 

委員） 

 Ｂ選考合格者は副校長になり、Ｃ選考合格者も副校長になると思いますが、違いは何で

すか。 

教育指導課長） 

 Ｃ選考は５０歳以上５５歳未満で主幹経験３年、地区の教育委員会で必ず配置できると

いう状況でのみ受験することが認められています。論文試験なし、面接試験だけです。来

年から副校長に昇任します。 

委員） 

 教えることが好きだから選考を受けないという人もいると思いますが、校長、副校長に

なろうという人も多いほうがいいと思います。 

委員） 

 優秀な教員が管理職になり授業から離れてしまので、学校の教員の人数が少ない時代は、

現場は手薄になってしまいます。これも問題だと思います。 

委員長） 
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 よろしいでしょうか。 

（委員全員 報告事項了承） 

 

（５）その他 

①アエラへの抗議文について 

②平成１９年度予算について 

（午後５時１０分  閉会） 
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